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相

談

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

自
衛
官
募
集
相
談
員

平
成
21
年
５
月
19
日
付
で
、
松
岡

寿
治
さ
ん
（
漆
原
）
が
、
町
長
お
よ

び
自
衛
隊
群
馬
地
方
協
力
本
部
長
か

ら
自
衛
官
募
集
相
談
員
に
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

募
集
相
談
員
の
主
な
仕
事
は
、
豊

富
な
経
験
や
人
脈
な
ど
を
十
分
に
活

か
し
、
常
日
頃
か
ら
、
町
内
の
適
齢

者
の
情
報
提
供
な
ど
、
自
衛
官
募
集

に
関
す
る
広
報
事
務
で
す
。

今月の納税
住民税・・・・・・・１期
介護保険料・・・・・３期

便利で確実な口座振替も利
用できます

納期限　６月30日(火)

▲松岡寿治さん

年

金

ご
存
じ
で
す
か
？

『
ね
ん
き
ん
定
期
便
』

４
月
か
ら
、
社
会
保
険
庁
は
国
民

年
金
お
よ
び
厚
生
年
金
に
加
入
し
て

い
る
人
に
、「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」

の
送
付
を
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
は
加
入
者
一
人
ひ
と
り
に
対

し
、
保
険
料
納
付
実
績
や
年
金
額
の

見
込
み
な
ど
、
年
金
に
関
す
る
個
人

情
報
を
わ
か
り
や
す
く
お
知
ら
せ

し
、
現
役
世
代
、
特
に
若
い
世
代
の

人
に
保
険
料
負
担
と
年
金
給
付
の
関

係
を
実
感
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
毎
年
の
誕
生
月
に
送
付

す
る
も
の
で
す
。

こ
の
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
通

知
内
容
は
、
①
年
金
加
入
期
間(

加

入
月
数
、
納
付
済
月
数
な
ど)

、
②

50
歳
未
満
の
人
に
は
加
入
実
績
に
応

じ
た
年
金
見
込
額
、
50
歳
以
上
の
人

に
は
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
作
成
時

点
の
加
入
制
度
に
引
き
続
き
加
入
し

た
場
合
の
将
来
の
年
金
見
込
額(
年

金
受
給
期
間
中
の
人
に
は
年
金
見
込

額
は
通
知
さ
れ
ま
せ
ん)

、
③
保
険

料
の
納
付
額(

加
入
者
負
担
分
累

計)

、
年
金
加
入
履
歴(

加
入
制
度
、

事
業
所
名
、
加
入
者
資
格
取
得
・
喪

失
年
月
日
な
ど)

、
⑤
厚
生
年
金
の

す
べ
て
の
期
間
の
月
ご
と
の
標
準
報

酬
月
額
、
賞
与
額
、
保
険
料
納
付
額
、

⑥
国
民
年
金
の
す
べ
て
の
期
間
の
月

ご
と
の
保
険
料
納
付
状
況(

納
付
、

未
納
、
免
除
な
ど
の
別)

と
な
っ
て

い
ま
す
。

な
お
、
平
成
22
年
度
以
降
に
お
い

て
は
、
前
の
①
〜
③
に
つ
い
て
は
更

新
し
て
通
知
さ
れ
、
⑤
、
⑥
に
つ
い

て
は
直
近
１
年
分
が
通
知
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
節
目
年
齢(

35
歳
、
45

歳
、
58
歳)

の
人
に
は
平
成
21
年
度

と
同
じ
内
容
の
も
の
が
更
新
し
て
通

知
さ
れ
ま
す
。

(

１)

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
ご
回

答
い
た
だ
い
て
い
な
い
人
に
は
、
回

答
を
お
願
い
す
る
文
書
を
同
封
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
回
答
を
お
願
い

し
ま
す
。
特
に
、
ご
本
人
の
も
の
で

あ
る
可
能
性
の
高
い
加
入
記
録
が
あ

る
人
に
は
、
そ
の
加
入
期
間
の
取
得

ま
た
は
喪
失
の
年
月
日
な
ど
の
「
お

知
ら
せ
」
を
同
封
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

(

２)

平
成
19
年
度
に
送
付
さ
れ
た

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」(

名
寄
せ
特
別

便)
に
「
訂
正
な
し
」
と
回
答
し
た

人
の
う
ち
、
ご
本
人
の
も
の
で
あ
る

可
能
性
の
高
い
加
入
記
録
が
あ
る
人

に
は
、
そ
の
加
入
期
間
の
取
得
ま
た

は
喪
失
の
年
月
日
な
ど
の
「
お
知
ら

せ
」
を
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、
再

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

(

３)

ま
た
、
厚
生
年
金
の
加
入
期
間

の
あ
る
人
の
う
ち
、
標
準
報
酬
月
な

ど
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
訂
正
し
た
事
跡

が
あ
る
人
に
は
、
該
当
す
る
加
入
記

録
に
つ
い
て
の
「
お
知
ら
せ
」
を
同

封
し
て
い
ま
す
の
で
、
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
つ
い
て
、

回
答
前
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
疑
問

点
が
あ
る
場
合
は
、
ね
ん
き
ん
定
期

便
特
別
ダ
イ
ヤ
ル

牲
０
５
７
０
・
０
５
８
・
５
５
５

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
事
務
所
ま
た
は
年
金
相

談
セ
ン
タ
ー
、
役
場
健
康
福
祉
課
保

険
室
で
も
相
談
を
受
付
け
て
い
ま

す
。

▼
問
合
せ
先

渋
川
社
会
保
険
事
務

所
牲
22
・
１
６
０
７

役
場
健
康
福
祉
課
保
険
室
牲
54
・
３

１
１
１(

内
線
１
５
６)


